[bookmark: _Hlk192756566]山口県観光物産・ニュースポーツイベント実施業務仕様書

１　業務委託の名称
山口県観光物産・ニュースポーツイベント実施業務

２　業務の目的
　　ピックルボール世界大会による国内外からの集客を契機として、本県の観光・物産の魅力を発信するとともに、誰もが気軽に楽しめるニュースポーツの普及促進を図る。
　世界大会と連動して開催することで、イベント・大会の相乗効果を目指す。

３　委託業務の期間
　　契約締結の日から令和８年１２月２８日(月)まで

４　イベント実施概要
　（１）イベント名称（仮）
　　　　ふくの国、山口 ニュースポーツ＆グルメフェスタ
　（２）実施日時
　　　　令和８年６月６日(土)から７日(日)まで
　　　　※両日とも１０時～１７時
　（３）実施場所
　　　　維新大晃アリーナ付近
（山口市維新公園4丁目1番1号　維新百年記念公園内）
　（４）入場料
　　　　無料
　（５）目標来場者数
　　　　延べ１万人（５千人/日×２日間）

[bookmark: _Hlk129094351]５　委託業務の内容
　（１）企画調整　
　　　　ニュースポーツとして特に注目を集めているピックルボールの本県における世界大会開催を契機として、ニュースポーツのさらなる普及促進を図るとともに、本県の観光・物産の魅力を発信するため、以下のア～カのカテゴリをベースに、企画調整すること。なお、詳細な実施内容等は協議の上決定する。

　ア　ニュースポーツ体験等
　　　　　　　幼児から高齢者、障害者などの誰もが気軽に体験できるニュースポーツやアーバンスポーツ体験や運動するきっかけづくりとなる場を提供すること。
              なお、具体的な実施方法等についてはあらかじめ委託者と協議・承認を得た上で実施すること。
　[体験エリア]
ニュースポーツ体験はテニスコート(人工芝)16面、記念塔付近及び武道館、アーバンスポーツ体験は3×3コート及び駐車場で実施すること。
　[きっかけづくり]
　テニス場北駐車場を運動するきっかけづくりの場とすること。
＜きっかけづくり（例）＞
　　　　　　　〇キッズバイクパーク
　　　　　　　　幼児や子ども向けの自転車を乗り始めるきっかけとなるようなコーナーを設置。

　　　　イ　パフォーマンスショー
　　　　　　イベント実施エリア内にステージを設置し、幅広い年齢階層の観客が楽しめ、集客につながりやすいパフォーマンスイベントを実施すること。
＜例＞
　・ブレイキン・ストリートダンス
　・ダブルダッチ
　・しゃぼん玉アート
　・バンド演奏　　等
　※ステージ以外でショーを実施する場合、あらかじめ委託者及び施設管理者と協議をし、承認を得ること。
　　　　　　〇　ショーは各日午前1回以上、午後2回以上実施すること。また、実施時間の合計は各日のイベント開催時間の50％以上（各日3時間30分以上）とすること。
〇　ショーの開催中又は開催後など、パフォーマーが主体となって一般客が参加できる体験会等を可能な限り実施すること。
○　進行にあたっては、タイムスケジュールを含む詳細な進行台本を作成し、司会者を選定のうえ、委託者と協議し決定・実施すること。
　　　　　　〇　司会者はパフォーマンスショーの前後、ショーの合間等に、「カ」に記載する大型モニターによる世界大会中継映像の実況等を行うなど、適宜世界大会会場への誘導を行うこと。
○　必要に応じて控えスペースを用意すること。

　　　　ウ　観光物産等魅力発信ブース出展
　　　　　　次の（ア）～（ウ）に掲げる県・市町、関係団体、事業者等によるブース出展を企画・調整し、ニュースポーツの魅力および本県の観光・物産を幅広く発信すること。
　なお、委託者が示すゾーニング案（別紙１）を基本とし、効果的な配置となるよう、会場内動線及びイベント実施エリアを考慮した具体的な出展場所を提案すること。（下記（ア）～（ウ）に掲げる出展数、全体のブース出展数は５０～７０程度を想定）
また、別紙２に基づき委託者が契約締結前に実施した出展募集の状況を受託者へ引き継ぐものとし、受託者は契約締結後、出展者との連絡調整、内容確認、必要書類の回収、出展確定及び当日運用に係る対応を行うこと。なお、追加募集等が必要となる場合は、委託者と協議の上対応すること。
（ア）観光物産ブース（１０～２０程度）
・市町、観光協会等の観光ＰＲ・物産ブース
（地酒試飲、特産品展示・販売等）
※市町、観光協会等の出展募集に係る調整は、原則として委託者が行うこととする。
　　　　（イ）グルメ・体験・物産販売等ブース（２０～３０程度）
　　　　　　　・県産品（牛、豚、鶏、魚介等、本県のブランド産品）を活用したグルメやご当地グルメ等
・体験・物産販売等（本県伝統工芸品等の製作体験など）
　　　　　　・その他飲食・体験
※出展等の実施調整にあたり山口県物産協会等の関係団体や県関係部局との調整が必要となる場合は、関係機関等との調整を行うこと。
　　　　　（ウ）スポーツ等ブース（１０～２０程度）
・ニュースポーツ・アーバンスポーツ事業者ブース
（用品・グッズ等の販売）
・スポンサー企業等によるＰＲ・物販ブース
・県・市町以外の公的機関等によるブース

オ　ピクニックエリア
アリーナ前の芝生をピクニックエリアとして設定し、レジャーシート等の無料貸し出しを行うこと。

　　　　カ　特別企画
上記ア～オ以外に、世界大会会場と本イベント会場の回遊を促すための取組を企画提案すること。
なお、大型モニターの設置及び運用は必須要件とする。これに加え、スタンプラリー又はＳＮＳ施策等の周遊策を２項目以上実施すること。
　　また、スタンプラリー等の周遊施策に係る参加確認・抽選・景品の引き渡し等を行う受付をアリーナ内に設置すること。

〇　大型モニターの設置・運用
　１００インチ以上の大型モニター（ＬＥＤビジョンカー等）をイベント実施エリア内に設置し、世界大会の会場の中継等を行う。
放映内容は、世界大会中継のほか、ピックルボール関連動画、本県観光PR動画及び大会スポンサー企業のＣＭ（委託者が認めるもの）等とし、適宜編成すること。
＜その他周遊策（例）＞
〇デジタルスタンプラリー
　アリーナ内とイベント実施エリアの各地にＱＲコード等を設置し、スマートフォンを活用したスタンプラリーを実施。参加賞に加え、全スタンプ取得者には抽選で景品を進呈。
〇スタンプラリー
　アリーナ内とイベント実施エリアの各地にスタンプ台を設置し、スタンプカードを活用したスタンプラリーを実施。参加賞に加え、全スタンプ取得者には抽選で景品を進呈。
〇ＳＮＳリアルタイム投稿キャンペーン
　　　　　　　世界大会会場の状況を撮影し、ＳＮＳで投稿。投稿者には参加賞と抽選で景品を進呈。
　　　　　　〇ＳＮＳリポストキャンペーン
　　　　　　　（４）⑤で示すＳＮＳによる情報発信について、視聴者のリポストによる情報拡散を図るため、リポスト件数が一定数到達した場合に抽選で景品を進呈。

≪留意事項≫
○　上記のア～カについて、委託者が示すゾーニング案を具体化し、イベント会場全体の平面図を作成すること。
　○　上記のア～カは事前に委託者と協議して決定することとし、参加料や利用料、出展料等の徴収、管理、施設管理者等への支払いは受託者が行うこと。
　　　　○　各企画について、荒天等に伴う急な中止連絡等に備え「緊急連絡網」を作成し、出展者等の関係者に対して連絡スキーム等を事前に共有すること。
　○　受託者は、上記のア～カにかかる申込内容取りまとめ、参加者や利用者への通知等、諸々の連絡調整を行うこと。
　　（一次募集については委託者側で実施）
　　　ただし、出展者決定については、委託者と協議のうえ決定し、決定後は受託者が出展者との連絡調整を行う。
○　上記ア～カについて、実施内容が実際に会場となる維新百年記念公園での実施が可能であるかどうか、必要に応じてあらかじめ施設管理者に確認を取ること。

　（２）運営管理
①　本業務の運営にあたり、円滑に事業を遂行するため、委託者と調整の上、業務全般を一元的に管理する事務局本部を設置すること。
　②　関係施設等や参加者等の問い合わせ窓口を設置すること。
　　　③　当日は会場内に現地本部を設置し、運営管理や各種問い合わせ対応
に当たること。
　　　④　イベント会場（周辺、駐車場を含む）の安全かつ円滑な運営を図り、会場内の警備、巡回、来場者の案内・誘導（会場への入退場含む）、清掃等を行うため、各所に適正な人員を配置すること。
　　　⑤　人員配置にあたっては、業務委託全体の総括者のほか、業務ごとの総括担当者、警備員（警備業法に定めるもの）など業務特性に応じた運営スタッフを配置することとし、事前にスタッフ配置計画を作成して、委託者の了解を得ること。
　　　⑥　傷病者の発生に備え、イベント開催時間中は看護師（１人以上）を配置すること。
　　　⑦　イベント当日の駐車場について、駐車場係の配置及び誘導看板等の設置（（３）①参照）により、来場者がスムーズに来場・退場できるよう配慮すること。
　なお、維新公園のメイン駐車場および球技場を仮予約している。
その他、類似イベントの実施状況等を踏まえ、必要な渋滞対策について提案すること。
　　　⑧　当日の進行や人員配置、各種図面、緊急時連絡先等を網羅した運営マニュアルを作成し、各スタッフや関係者等と情報共有を図ること。
　　　⑨　業務の実施に際し、参加スタッフ（委託者含む）、参加者の傷害保険及び施設賠償責任保険（対人・対物）に加入すること。
　　　⑩　雨天実施とするが、警報が発令される等荒天の場合は、中止とする。
　　　⑪　必要に応じて関係機関（保健所、警察署、消防署等）への届出、許可申請等を行うこと。
　　　⑫　受託者は、来場者数の把握方法（カウント方法、集計単位等）を事前に提案し、委託者の承認を得た上で実施すること。

（３）設営制作
　　　①　５(１)(２)を実施するための会場装飾や会場看板、案内板、誘導看板の製作及び設置・撤去、音響や仮設ゴミ箱の設置・撤去を行うこと。
　　　なお、各設置場所については事前に委託者と協議すること。
　＜想定＞
　・ウェルカムゲート（アリーナ前の沿道付近を想定）
・仮設ステージ・音響設備
　・ブース出展者用看板（自立看板等）
 ※主に県市町ブース出展を対象として２０～３０程度
（要英語並記）
・会場内案内看板（全体マップ・現在地　ＷＥＢ版会場マップのQRコード付）
・会場外案内看板（球技場駐車場出入口付近、メイン駐車場前交差点等　ＷＥＢ版会場マップのQRコード付）
・ピックルボール用看板（ルール、世界大会の日程など）
・ごみ箱（必要な場合）
・ごみの取扱いに係る看板（グルメ・キッチンカー出展場所近く）
　※ごみの取扱いについては⑦によるものとする。
　　　②　屋外会場には電源がないことから、発電機を設置するなど、適宜対応すること。　
　　　③　会場設営には、企画の実施に必要なテント、長机、椅子を含む資機材や消耗品、回線等の準備物、スタッフ費用など必要となる物品や経費を含む。
（長机・椅子については大会利用を妨げない範囲でアリーナ備品を無償借用可能予定）
　　　④　会場の設営は、６月４日(木)８：３０以降行うこと。
　　　⑤　会場の撤去は、６月８日(月)１２：００までに行うこと。
　　　　　なお、大会の開催時間中のアリーナ前庭への撤去車両等の進入は可能な限り控え、必要な場合は誘導員を付けるなど歩行者の安全確保に努めること
　　　⑥　会場内に飲食・休憩スペースを設置すること。
　　　⑦　ごみ箱について、過去の類似イベントでの対応状況等を踏まえ、必要数を設置し、適宜収集を行うこと。またイベント実施エリア内のトイレや自販機のごみ箱、灰皿等についても適宜状況を確認し、必要に応じて収集するなど、環境美化に努めること。
　※イベント実施エリア内のグルメ・物販等のブース出展に起因して発生するごみについては原則として次のとおりとし、受託者は出展事業者に対し事前及び当日に周知徹底すること。（例外として、大会スポンサーによる出展について、出展者の意向等を踏まえ別途協議の上対応）
・販売・提供商品の消費ごみ（来場者が商品を消費した際に発生する容器等）
　商品を提供した出展事業者で積極的に回収するものとすること。
　なお、来場者がイベント実施エリア外から持ち込んだごみについては来場者自身による持ち帰りを原則とし、イベント来場者に周知すること。
・事業系ごみ（調理くず、油、段ボール、仕入れ包装材等を含む）
原則として当該出展事業者持ち帰り又は受託者が指定する方法により適切に処理するものとすること。
　　　⑧　イベント終了後、必要に応じて会場全体のごみ収集場所を設置すること。なお、出展事業者に持ち帰りを求める場合であっても、受託者は履行状況を確認し、未履行がある場合は受託者の責任において処理すること（当該処理に要する費用は、すべて受託者の負担とする）。
　　　⑨　イベント終了後は、原状復帰を行うこと。

　(４)広告・広報
①　目標来場者数を達成できるよう、各種メディア、ＳＮＳ、情報誌、インフルエンサー等を活用するなど、イベントの特色を踏まえた効果的な広告・広報を実施すること。また実施にあたっては、県民（県内）からの誘客を意識した内容とし、より多くの来場が見込めるよう効果を意識したメリハリのある手法や内容について提案し、委託者と協議の上実施すること。
　　②　事前周知用のチラシ、ポスター等広告物を制作・印刷・配布すること。
　　　○最低印刷部数　チラシ150,000部以上、ポスター1,000部以上
　　　○チラシは両面フルカラー印刷、ポスターは、フルカラー印刷とすること。
　　　○校正２回以上（その他、印刷前に色校正を行うこと）
　　　○配布先 :小中学校、幼稚園・保育園など
　　　　※印刷部数及び配布先については、受託者決定後、委託者と協議の上決定すること。
　　　　（配布先1,000か所程度を予定。受託者決定後に配布先案を提供する）
　　　　※チラシの校了・印刷は令和８年４月末までに実施すること。
③　当日用パンフレット（会場配置図入り）の制作及び印刷。
　　　○印刷部数　10,000部程度
　　　○フルカラー印刷
　　　〇英語並記もしくは英語版を作成すること
（英語版を作成する場合の印刷部数は1,000部程度）
　　　○校正２回以上（その他、印刷前に色校正を行うこと）
　　④　本イベント専用のＷＥＢサイトを作成し、イベント前の令和８年５月から、イベント終了後の令和８年７月までの間、イベントの概要やイベントの実施・中止等の情報の閲覧が可能となるようにすること。また、②・③のチラシ､パンフレットについて掲載すること。
[bookmark: _Hlk193535698][bookmark: _Hlk193535735]　　⑤ＳＮＳアカウントによる広報
　　　　以下について委託者に提案し、実施すること。
〇イベント情報発信用のＳＮＳアカウントを作成
〇イベント開催の事前予告、中止（一部中止）の告知
〇イベント開催中の盛り上がりや会場の各コンテンツやブース等の様子をタイムリーに周知・発信
　　⑥　その他広報留意点
　　　　チラシ・ポスター等の提案にあたってはピックルボール世界大会と同時開催ということを重視し、世界大会に係るチラシも兼ねたものとするよう留意すること。

　（５）運営計画作成業務
　　　受託者は、契約締結後、速やかに以下の内容を盛り込んだ運営計画書
及び運営マニュアルを作成し、委託者の承認を得ること。
　○全体工程（作業進行）表
　○体制図（協力会社を含む）
　　　　○イベント当日の全体計画図
（各日のプログラム、タイムスケジュール）
　　　　○個別会場利用図（レイアウト、動線計画含む）
[bookmark: _Hlk129616665]　　　　○出展者マニュアル
　　　　○出展者用搬入・搬出計画
　　　　○ステージ進行台本
　　　　○日中の警備計画（警備員及び警備資材等の配置計画含む）
　　　　○駐車計画（誘導員の配置計画を含む）
　　　　○電気設備等の配置計画（必要な場合のみ）
　　　　○廃棄物処理計画
　　　　○広報計画
　　　　○スタッフ配置計画
　　　　○緊急時、雨天時、荒天時の対応計画
　　　　○その他、実施にあたり必要となる項目

６　成果品
　　本業務を完了したときは、本業務の成果に関する下記報告書を遅滞なく委
託者に提出すること。
　　　業務完了報告書　紙媒体２部及び電子データ
　　　※当日の来場者数の報告を含めること
　　　※電子データには、イベント中の写真を含む

７　その他留意事項等
○　受託者決定後、企画内容等の調整や各種確認等の作業を進めるにあたり、各企画カテゴリ間の担当者等が複数いる場合は、各カテゴリ間の連携や調整が重要になることから、企画全体を把握する窓口担当者を１名指定の上、同担当者が委託者との企画内容の連絡調整や各種確認対応及び各企画カテゴリ間の調整役を担うこととし、委託者に対し複数の担当者が個別に連絡調整を行うことが無いよう留意すること。なお、委託者が認めた場合はこの限りではない。
業務実施や運営にあたっての方向性や考え方が受託者側の各企画カテゴリ担当者により異なることが無いよう受託者側で方向性等の調整を図るなど、留意すること。
○　受託者決定後、協議の上、企画内容を変更することがある。
　○　運営に当たっては法令を遵守し、各種許認可等の必要な企画に関しては
事前に必ず許認可を得ておくこと。
○　商標権や意匠権等、権利関係を有するものは侵害することのないよう事
前に確認を行うとともに、許諾を得ておくこと。
　○　イベント実施に係る費用は、全て委託料に含むものとする。
　○　維新百年記念公園の使用料も委託料に含むこと。
　　　※その他、有料備品や付属施設等を使用する場合、別途費用が必要であ
り、委託料見積の際には上記使用料も含め、事前に維新百年記念公園管理事務所に確認すること。
　○　当該イベントの実施に起因する会場内構造物・設備の破損や汚損等については、受託者が原状復帰を行うこと。
　○　受託者は、本業務の履行にあたり自己の責めに帰すべき事由により委託
者、もしくは来場者その他の第三者に損害を与えたときは、その損害を賠
償しなければならない。
　〇　委託者の判断により、本業務を中止することとした場合は、中止が決定
した日までに実施した業務（業務実施にかかる準備含む）を本委託業務の
内容とし、その業務内容に要した経費を委託費（契約金額を限度）とする。
〇　業務内容は、委託者・受託者の協議により追加、修正、削除することが
ある。
〇　今回の業務委託により制作される成果物の著作権、所有権、その他の一
切の権利は、委託者に帰属するものとする。
〇　業務の実施に当たり、著作権、肖像権等に関して権利者の商談が必要な
場合は、受託者がその手続きを行うものとし、当該許諾、借用等により発
生する費用は、当初の契約金額に含むものとする。
〇　具体的な業務の実施方法及び本仕様書に記載のない事項については、委
託者・受託者が協議の上、決定するものとする。
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